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令和５年度以降の留意点 

 

 

１　補助対象から「新設」を廃止 

　　　　令和５年度から、寄居町浄化槽設置整備事業補助金の補助対象を「転換」のみとし、「新設」への補助 

は廃止しました。 

２　「困難工事費」に係る補助区分を新設 

　合併処理浄化槽への転換工事を行うにあたり、敷地が狭小のため機械作業ができない場合や、浄化槽 

処理水の放流先までの距離が２０ｍを超える場合など、一般的な転換工事に比べて工事費が高額となる 

場合に上乗せ補助を実施します。事前に町に照会してください。 

３　補助金交付申請に係る様式の押印廃止 

　　　　ご提出いただく浄化槽設置整備事業補助金交付申請書や誓約書、変更（中止・廃止）承認申請書等、

一部の書類について、申請者の押印が不要となりました。


